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誰もが輝く 住みよい まち 



 
 

はじめに 

 

 
 町民の皆さまには、日頃から町政に対するご理解とご支援、ご協力を賜り厚

くお礼を申し上げます。 

 

 志免町では、今年度が最終年度となる「第５次志免町総合計画」のまちの将

来像「誰もが輝く住みよいまち」を目指して、子育て支援や高齢者福祉の充実

などの施策を中心に町政運営を行ってまいりました。 

 

今年度も重点施策である「子どもを安心して生み育てることができるまちを

つくる」という目標の実現のために、私立認可保育園の園舎建替えを支援して

幼児教育と保育環境の充実を図るとともに、新たな学童保育所を開設して保護

者が安心して就労できる環境の整備を行います。 

 

 しかし、現在世界的に新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中で、志免町

においても感染症拡大の防止のために、予定していた事業の縮小・延期・中止

などの対応を余儀なくされています。 

今後、町民の皆さまが安心して生活できるように志免町議会と協議を行いな

がら、然るべき対策や支援に全力で取り組んでまいりますので、町民の皆さま

のご理解とご協力をお願いします。 

 

最後に、今年度の主要事業や財政状況を分かりやすく掲載したこの「まちづ

くりと予算」が、町民の皆さまのまちづくりに対する関心を深めるものとなり、

今後のよりよいまちづくりを進めるための一助となれば幸いです。 

 
 

 

 
      令和２年４月 

志免町長  世 利 良 末  



予算概要書の構成 

                          

１．事業説明編（１Ｐ～） 

第５次志免町総合計画後期基本計画の施策体系図とそれぞれの

施策の主な事務事業を掲載しています。 

第５次志免町総合計画後期基本計画施策体系図 ・・・１，２Ｐ 

施策別の主な事務事業の紹介         ・・・３Ｐ～ 

 

２．予算説明編（１７Ｐ～） 

町の予算規模や収入、支出また「町民一人当たりの使いみち」など

少し詳しく分析し、説明しました。 

 

 

 

＜第 5 次志免町総合計画イメージ図＞ 
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… 3 

施 策 取り組み方針 

 

掲載頁 

… 3 

… 4 

… ４ 

… 5 

… 6 

… 7 

… ８ 

… 9 

…10 

…11 

…12 

…13 

…13 

…14 

…14 

…15 

…16 

1-1 人権・平等の意識を高める 1-3 男女共同参画を進める 

1-2 虐待や差別などの人権侵害がないまちをつくる 

★◎5-1 子育てしやすい保育環境を整える ◎5-5 親と子の健康を維持・増進する  

★◎5-2 子育てに関する情報提供や相談・交流できる環境をつくる ◎5-6 出産や育児の負担を軽減する  

◎5-3 地域で子育てを支援する場・機会をつくる 

◎5-4 子どもの発達に応じた支援を充実させる 

6-1 学力向上と豊かな心を育てる 6-3 いじめや不登校への対応を充実させる  

6-2 安全で快適な教育環境を整える 6-4 学校・地域・家庭が連携しまちの教育力を高める  

7-1 子どもが安心して生きる権利を保障する 7-3 子どもの健全育成を推進する  

7-2 子どもの居場所をつくる 

8-1 町民の健康意識を高め、健康管理・健康づくり活動を促進する  

8-2 生活習慣病を予防する 8-3 医療体制を確保する 

★◎9-1 地域で高齢者を見守り、支援する 9-3 介護予防と健康づくりによる自立した生活を支援する  

9-2 高齢者の社会参加と生きがいづくりを支援する 9-4 認知症高齢者やその家族等を支援する  

10-1 障がい者が地域で自立した生活ができるよう支援する 

10-2 障がい者の就労支援と社会参加を促進する 

11-1 国民健康保険・後期高齢者医療の健全な運営につとめる 

11-2 国・県の施策や制度に即した適切な取り組みや支援を行う 

12-1 自然保護に対する町民の意識を高める 

14-1 地域ぐるみの防犯活動の促進と防犯環境を整える 

14-2 交通安全に対する意識を高める 

14-3 消費者トラブルを防止する相談・啓発活動を充実させる 

15-1 減災対策の効果を高める 

15-2 災害時に迅速に対応できる防災体制を確立する 

★17-1 安全で便利な道路環境を整える 17-4 町民の憩いの場となる公園を維持・管理する  

17-2 都市計画に基づいた土地利用を進める 17-5 雨水・下水を適切に処理する  

17-3 安全な水を安定して供給する 

18-1 まちづくりへの参画を促進するための情報提供と情報共有を進める  

18-2 協働に対する理解と意識を深める 

19-1 健全な財政運営を行う 19-3 効率的・効果的な行政運営を行う 

19-2 公共施設等の効率的・効果的な管理運営を行う 

★20-1 町民ニーズに対応した行政サービスを提供する 

20-2 町民から信頼される職員を育成する 

お互いが認めあい、尊重するまちをつくる 

町民が学びあい、高めあうまちをつくる 

町民が活発に交流し、自主的に活動するま

ちをつくる 

住み続けたいと思える、魅力と活力あるまち

をつくる 

子どもを安心して生み育てることができ

るまちをつくる 

子どもが活き活きと学び、生きる力を育むま

ちをつくる 

子どもの権利を守り、安全で健やかに成長で

きるまちをつくる 

…15,16 

町民が健康を保ち向上するまちをつくる 

高齢者が地域で安心して暮らすことができ

るまちをつくる 

障がいのある人が安心して暮らすことがで

きるまちをつくる 

適正な社会保障等ができるまちをつくる 

自然環境を維持し、保全するまちをつくる 

ごみの減量と資源再利用を進め環境にやさ

しいまちをつくる 

事故・犯罪を防ぐまちをつくる 

災害に強いまちをつくる 

質の高い行政サービスを提供するまちをつ

くる 

将来にわたって持続可能なまちをつくる 

町民と行政が共に課題解決に取り組むまち

をつくる 

暮らしを支える生活基盤が整ったまちをつ

くる 

清潔で美しいまちをつくる 

2-1 町民のスポーツ活動を支援する 2-3 スポーツ・文化活動ができる場を提供する  

2-2 町民の生涯学習・文化活動を支援する 

★◎3-1 社会変化に対応した地域自治の仕組みをつくる 

3-2 多様な目的に応じた町民のつながりやグループをつくる 

3-3 町民同士の交流を増やし、地域活動・住民活動に参加するきっかけをつくる  

4-1 まちの魅力を発信し、まちへの定住を促進する 4-3 産業を支援し、まちの活気を高める  

4-2 ふるさと意識を高める 

13-1 ごみ処理環境を維持する 

13-2 地球温暖化防止と資源の有効利用を進める 

16-1 マナー啓発や美化活動により美しいまちを維持する 

…12 

… 後期《平成 28～令和 2 年度》重点施策 
★ … 後期《平成 28～令和 2 年度》戦略プロジェクト 
◎ … 令和２年度 重点取り組み方針 



事業説明編 

3 

 

 

 

お互いが認めあい、尊重するまちをつくる 

 
主な事業 

１．同和問題啓発事業    
志免町人権教育・啓発基本指針に基づき、町民に広く人権尊重の

大切さを呼びかけるために、講演会等の啓発活動を行います。 

●同和問題街頭啓発活動の実施（1 回） 

●同和問題啓発講演会の開催（1 回） 

●人権を尊重する町民のつどいの開催（1 回） 

 

 

２．女性のための相談事業   

配偶者や交際相手からの暴力を受けているなどの悩みを持った女

性が相談できる電話相談窓口を糟屋地区 1 市 7 町共同で設置し

ています。 

 

 

町民が学びあい、高めあうまちをつくる 

 
主な事業 

１．スポーツ推進委員活動事業    

町民へのスポーツ推進のため、スポーツ推進委員が研修会に参加

し、習得した知識を活かした活動を行います。 

 

 

２．生涯学習館一般講座開催事業    

町民の生涯学習活動の推進と活動を通した仲間づくりを支援する

ため、生涯学習館で様々な講座を開催します。 

●受講生により自主サークル化したものに対しての支援 

●生涯学習館で学んだ事を地域に還元してもらえるよう、様々な 

講座を開催 

 

 

３．総合公園施設管理運営事業   拡充 

総合公園の野球場とテニスコートを町民に快適に利用してもらう

ために施設の維持管理を行います。 

◎令和 2 年度にトイレや管理事務所などの改修工事を実施【拡充】 

 

 

 

 

担当）社会教育課 社会教育係 

      １，７９８千円  

（内訳：町 費 999 千円） 

（内訳：県 費 799 千円） 

まちづくりの目標１ 

まちづくりの目標２ 

担当）社会教育課 社会体育係 

      ２，１０９千円  

（内訳：町 費 2,109 千円） 

担当）まちの魅力推進課 地域づくり係 

     ６６５千円  

（内訳：町 費 665 千円） 

担当）まちの魅力推進課 地域づくり係 

     ４，４００千円  

（内訳：町 費 3,600 千円） 

（内訳：その他  800 千円） 

担当）社会教育課 社会体育係 

  ３５，１２１千円  

（内訳：町 費 30,921千円） 

（内訳：その他    4,200千円） 
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町民が活発に交流し、自主的に活動するまちをつくる  

 

主な事業 

１．地域活動支援事業    
町内会連合会が行う地域活動についての研究等に対する支援や町

内会加入促進のチラシを転入世帯に配布します。 

 

 

 

住み続けたいと思える、魅力と活力あるまちをつくる   

 
主な事業  

１．まちの魅力発信事業    
志免町の認知度と転入意欲を高め、町民のふるさと意識を醸成す

るため、まちのプロモーションにつながる事業を行います。 

●ともにともそうプロジェクトの実施 

●まちの魅力発信につながるイベント支援など 

 

 

２．竪坑櫓保存管理事業    
国の重要文化財である竪坑櫓を将来に残します。 

●29 年度から令和 3 年度までの 5 年間をかけて、劣化し欠損し

たコンクリート及び鉄筋の修復工事を実施 

 

 

 

３．歴史資料室運営事業     
歴史資料室の管理や企画展、歴史講座、文化財イベントや炭鉱か

るた大会を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの目標３ 

まちづくりの目標４ 

 

担当）まちの魅力推進課 地域づくり係  

  ２９２千円  

（内訳：町 費 292千円） 

担当）まちの魅力推進課 まちの魅力づくり係 

     ２，１１０千円  

（内訳：町 費  121 千円） 

（内訳：その他 1,989 千円） 

担当）社会教育課 社会教育係 

  ２９４，３５４千円  

（内訳：国 費 147,063千円） 

（内訳：県 費   5,000千円） 

（内訳：その他 142,291千円） 

担当）社会教育課 社会教育係 

  ７２５千円  

（内訳：町 費 725千円） 
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子どもを安心して生み育てることができるまちをつくる  

 
主な事業 

１．学童保育所運営事業   拡充 

 放課後に帰宅しても保護者が不在である家庭の小学生を預かりま

す。 

●学童保育利用料の減免制度（生活保護世帯は全額、住民税非課

税世帯等は半額減免） 

◎令和２年度から学校施設を活用した志免西第五学童保育所を開

設【拡充】 

 

 

２．私立教育・保育施設補助事業   新規 
安全な保育環境整備のため、築 41 年を経過する「別府つくし保

育園」の園舎建替に係る工事費に対して補助を行います。また、

「あかつき幼稚園」の園舎増改築に係る工事費に対して補助を行

うことで認定こども園へ移行して、幼児教育・保育の充実を図り

ます。 

 

 

３．子育て支援センター運営事業    

地域子育て支援の拠点となる「子育て支援センター」をシーメイ

トに設置して、子育て家庭のサポート事業を行います。 

●子育てに関する相談・子育て講座、イベントの開催 

●協力団体と一緒に、公園や公共施設を活用した外遊びや出張 

支援センターの開催 

 

 
４．小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業  新規 

慢性疾患を抱え、その治療が長期間にわたる子どもやその家族に

対して、日常生活用具を給付することにより、日常生活を支援し

ます。 

 

 

５．子ども予防接種事業   拡充 

疾病の発生や蔓延を予防するため、予防接種法に基づき各種予防

接種を実施します。 

●出生時や転入時に予診票手帳交付と接種方法の説明 

●乳幼児健診時に接種状況の確認、接種勧奨 

●（定期予防接種）四種混合、三種混合、二種混合、不活化ポリ

オ、BCG、MR、日本脳炎、ヒブ、小児肺炎球菌、子宮頸がん、

水痘、B 型肝炎 

◎定期予防接種にロタウイルスワクチンの追加【拡充】 

まちづくりの目標５ 

担当）子育て支援課 子育て支援係 

  ８６，５３７千円  

（内訳：町 費 24,111千円） 

（内訳：国県費 33,842千円） 

（内訳：その他 28,584千円） 

担当）子育て支援課 保育係 

  ６１５，６２６千円  

（内訳：町 費 205,208千円） 

（内訳：国県費 410,418千円） 

担当）子育て支援課 子育て支援係 

 ５，２８５千円  

（内訳：町 費 1,759千円） 

（内訳：国県費 3,522千円） 

（内訳：その他     4 千円） 

担当）福祉課 福祉係 

 ２５８千円  

（内訳：町 費    65千円） 

（内訳：県 費 193千円） 

担当）健康課 健康管理係 

 １４２，７８２千円  

（内訳：町 費 142,027千円） 

（内訳：国県費      755千円） 
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子どもが活き活きと学び、生きる力を育むまちをつくる 

 
主な事業 

１．小中学生学力診断事業   拡充 

児童、生徒一人ひとりの学力の実態や課題を把握するために学力

テストを実施します。 

●小学校標準学力調査の実施（1,2 年は 2 回、3～6 年は 3 回） 

●中学校標準学力分析検査の実施（1 回） 

◎中学校標準学力調査の実施（1 回）【拡充】 

 

 

２．学校英語活動支援事業   拡充 
異文化交流や英語教育・英語活動の充実を図るため、ＡＬＴ（外

国語指導助手）を小中学校に派遣します。 

●小学校３～6 年生に配置 

●中学校全学年に配置 

◎令和２年度から委託契約から派遣契約に変更【拡充】 

 

 

３．教育相談室運営事業    
児童生徒、保護者、教員からの教育に関する相談を受け付けるた

め、教育相談員とスクールソーシャルワーカーを配置します。 

学校でのいじめの実態把握等のための町内統一アンケート調査

（ＱＵテスト）を実施します。 

 

 

４．学校地域学習事業   新規 

小学校 3、4 年の社会科の地域学習において、地域社会の生活を

理解して学びを深めていくことに活用するために、平成 21 年度

初版の地域副読本「わたしたちの志免」の改訂を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの目標６ 

担当）学校教育課 学校教育係 

 ６，６２４千円  

（内訳：町 費 6,624千円） 

担当）学校教育課 学校教育係 

 １４，９６６千円  

（内訳：その他 14,966千円） 

担当）学校教育課 学校教育係 

 １３，３７７千円  

（内訳：町 費 8,720千円） 

（内訳：国県費 4,657千円） 

担当）学校教育課 学校教育係 

 ２，６１１千円  

（内訳：その他 2,611千円） 
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子どもの権利を守り、安全で健やかに成長できるまちをつくる   

 

主な事業 

１．子どもの権利相談・救済事業     
シーメイトの子どもの権利相談室『スキッズ』において、子ども

の権利についての無料相談（電話、面接）を行っています。必要

に応じて子どもの権利の救済や回復にむけて調査、調整、勧告、

是正要請等を行います。 

開設日時：火、木曜 13～19 時／土曜 10～17 時 

 

 
２．要保護児童対策事業    
要保護児童や問題を抱える家庭に対して、必要に応じて相談・見

守りを行うとともに、月 1 回庁内連絡会議において、関係機関が

子どもや家庭の情報を共有し対応を協議して、連携して支援やサ

ポートを行います。 

 

 

３．乳幼児虐待防止対策事業    

育児不安の軽減や健診の未受診者への受診勧奨のために、訪問や

電話相談を行い、乳幼児虐待の早期発見と早期対応につなげま

す。 

 

 

４．中高生世代の居場所づくり事業  

運営を NPO 法人「スペース deGUN２」に委託し、子ども（中

学生から 18 歳）の居場所づくりのために、坂瀬共同利用施設に

子どもの居場所「リリーフ」を設置して、子どもが安心して過ご

せる場づくりをします。 

 

 

５．地域子ども教室支援事業    

志免町地域子ども教室に対して、各地域子ども教室の実施経費の

補助を行います。 

●地域子ども教室の開催（4 ヶ所） 

 

 

６．青少年育成団体活動支援事業  

青少年の健全育成のため、青少年が所属するスポーツ・文化団体

の活動に対して補助金を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの目標７ 

担当）子育て支援課 子育て支援係 

 ５，０８２千円  

（内訳：町 費 4,839千円） 

（内訳：国 費  243千円） 

担当）子育て支援課 子育て支援係 

 ２９９千円  

（内訳：町 費 179千円） 

（内訳：国県費 120千円） 

担当）健康課 健康管理係 

 ６８７千円  

（内訳：町 費 344千円） 

（内訳：国 費 343千円） 

担当）子育て支援課 子育て支援係 

 ５，４０５千円  

（内訳：町 費 5,405千円） 

担当）子育て支援課 子育て支援係 

 ３，８９５千円  

（内訳：町 費 3,895千円） 

担当）社会教育課 社会教育係 

 １，６００千円  

（内訳：町 費 1,600千円） 
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町民が健康を保ち向上するまちをつくる  

 
主な事業 

１．健康しめ２１推進事業     
町民の「健康寿命」を延ばすため健康の増進についての目標や基

本的な方向性を定めた「健康しめ２１」に沿って、町民一人ひと

りが自主的に健康づくりに取り組めるように健康づくり推進運動

を行います。 

●運動習慣のきっかけづくりとしてウォーキング日を年間 18 回

実施 

 

 

２．食生活改善地域活動支援事業  
健康づくりの意識向上と地域での仲間づくりのため、地域（町内

会）ごとに食を通じた健康づくり教室を開催しています。 

 

 

 

３．がん検診等事業   拡充  
がんの検診を行うことで、がんの早期発見、早期治療につなげま

す。 

●窓口、電話のほかにインターネットからの申込方法を追加 

◎胃内視鏡検診を 50 歳以上の方を対象に隔年で糟屋郡内指定医

療機関にて実施（令和２年度は偶数月生まれ対象）【拡充】 

〈主な事業〉 

胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、子宮がん検診、乳がん

検診、前立腺がん検診、骨量検査、肝炎検診、生活保護の方の健

康診査 

 

 

４．国民健康保険特定健康診査事業    
生活習慣病の早期発見、予防のため、40～74 歳の国民健康保険

加入者を対象に検診を行います。検診の結果、改善の必要ありと

判定された人に保健指導も行います。基本的にはがん検診と合わ

せて集団健診を実施して、受診者の増加を図るために個別健診も

実施します。 

 

 

５．救急休日医療運営事務    
休日や夜間に急な病気やケガで、緊急に受診が必要な人のため

に、休日や夜間に対応する医療機関を準備しています。 

 

 

まちづくりの目標８ 

担当）健康課 保健指導係 

 １，１４８千円  

（内訳：町 費 1,148千円） 

担当）健康課 健康管理係 

 １，５３１千円  

（内訳：町 費 1,034千円） 

（内訳：県 費  497千円） 

担当）健康課 保健指導係 

 ３０，８５１千円  

（内訳：町 費 29,654千円） 

（内訳：国県費    1,197千円） 

担当）住民課 保険年金係 

 ３７，８９８千円  

（内訳：町 費 27,338千円） 

（内訳：国県費 10,560千円） 

担当）健康課 健康管理係 

 ５，４１５千円  

（内訳：町 費 5,415千円） 
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高齢者が地域で安心して暮らすことができるまちをつくる  
 

 
主な事業 

１．高齢者地域ネットワーク事業     

高齢者が住み慣れた地域でできる限り暮らすことができるよう、

地域や地域の介護支援専門員、介護サービス事業所、医療機関な

ど様々な関係機関とのネットワークづくりや地域ケア会議、研修

会などを開催します。 

 

 

２．高齢者緊急通報システム事業   

一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯を対象に緊急通報システ

ム機器を設置して、緊急時にすぐに外部とつながるようにしま

す。 

●申請を受け調査確認後、緊急通報システムを設置 

●緊急通報システムと併せて、人感センサーを設置 

 

 
３．訪問型サービスＢ委託事業    

軽度な生活支援を必要とする高齢者の生活機能の維持または向上

を図るために訪問型生活支援サービスを行います。 

 

 

４．高齢者通所型介護予防事業  

主に介護予防事業対象者と判定された方に対して、運動・口腔・

栄養機能向上および認知症予防のためのプログラムを実施しま

す。 

●町内の医療機関に委託して、送迎付きの教室を月３回程度開催

します。教室参加者の体力測定会を年２回実施して、評価を行

います。 

 

 
５．高齢者地域生きがいづくり支援事業    

高齢者の閉じこもり予防や仲間づくりを行うため、自宅から歩い

て通える地域の公民館や保健センターで、軽運動やレクリエーシ

ョンを行います。 

 ●地域の公民館で年に 461 回実施 

●保健センターで年に 11 回実施 

 

 

６．認知症高齢者等支援事業  

認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることが

できるように、認知症施策の推進に取り組みます。 

●認知症初期集中支援チームの設置 

●地域や関係者と共に見守り支援、居場所づくりの推進 

●認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワーク登録の推進および 

メール配信 

まちづくりの目標９ 

担当）福祉課 高齢者包括支援係 

 ４，１９４千円  

（内訳：その他 4,194千円） 

担当）福祉課 高齢者サービス係 

 ８６８千円  

（内訳：町 費 868千円） 

担当）福祉課 高齢者サービス係 

 １，１５２千円  

（内訳：その他 1,152千円） 

担当）健康課 保健指導係 

 １０，１６４千円  

（内訳：その他 10,164千円） 

担当）健康課 保健指導係 

 ２０，９８２千円  

（内訳：町 費    1,811千円） 

（内訳：その他 19,171千円） 

担当）福祉課 高齢者包括支援係 

 １，９８１千円  

（内訳：その他 1,981千円） 
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障がいのある人が安心して暮らすことができるまちをつくる  

 
主な事業 

１．障害者相談事業      
地域の障がい者（児）及び家族を対象に、福祉サービスの利用や

在宅介護等に関する相談に応じ、ニーズに応じた各種サービスを

総合的に受けられるように、関係機関との連絡調整と相談助言を

行います。 

  

 

２．障害者移動支援事業     
外出する際に、介助や見守りが必要な障がい者に対し、外出時の 

支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの目標１０ 

担当）福祉課 福祉係 

 ２３，３５８千円  

（内訳：町 費 23,358千円） 

担当）福祉課 福祉係 

 １３，６０５千円  

（内訳：町 費  7,807千円） 

（内訳：国県費  5,798千円） 
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適正な社会保障等ができるまちをつくる   

 
主な事業 

１．国民健康保険医療費適正化事業     
不要な医療費等の支払いを防ぐため、医療機関から出された診療

報酬明細書（レセプト）の保険診療請求の内容点検と過誤調整や

再審査申し立てなどを行い、病院や調剤薬局に対して払い過ぎた

医療費の返還を求めます。 

医療費に対する意識向上のため、被保険者に医療費通知やジェネ

リック医薬品差額通知を行います。 

また、柔道整復施術の申請書を点検し、正しい受け方を普及させ

ます。 

 

 

2．国民健康保険税賦課徴収事業    
国民健康保険の安定的な運営のため、国民健康保険税の適正な賦

課徴収を行います。 

 

 

 

３．民生委員活動支援事業    

地域住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な

支援やサービスへつなぐ民生委員児童委員の活動を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
まちづくりの目標１１ 

担当）住民課 保険年金係 

 ６，８５４千円  

（内訳：県 費 6,854千円） 

担当）住民課 保険年金係 

 １，９７３千円  

（内訳：町 費 1,973千円） 

担当）福祉課 高齢者サービス係 

 ３，４８３千円  

（内訳：町 費 3,483千円） 
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自然環境を維持し、保全するまちをつくる   

主な事業 

１．片峰山緑地保存事業 
緑豊かな自然環境が現存している片峰山地区の地権者の承諾を得

て緑地保全林地区として指定し、緑地の保全を行います。 

２．河川美化活動団体支援事業 
町、住民、各団体が連携したボランティア団体「クリーンUPう

み川実行委員会」が行う宇美川河川周辺に捨ててあるゴミの清掃

等の河川美化作業を支援します。 

ごみの減量と資源再利用を進め環境にやさしいまちをつくる

主な事業 

１．ごみ処理事業 
家庭や事業所から出るごみの収集、運搬、処理を行います。 

可燃ごみは篠栗町のごみ燃料化（ＲＤＦ）施設「クリーンパーク 

わかすぎ」に搬入し、ＲＤＦ固形燃料化して処理します。 

不燃ごみは、宇美志免リサイクルセンター「エコル」に搬入し、 

選別・処理を行います。 

２．ごみ減量啓発事業 拡充

ごみ減量、リサイクル、ごみ分別について広報やホームページな

どで啓発を行います。 

●子どもたちの環境作品展の実施 

◎ごみの出し方や収集日などをスマートフォンで確認できる 

ごみ分別アプリサービスの実施【拡充】 

３．資源回収推進事業 
ごみの減量化、資源である古紙類の有効利用及び清掃思想の普及

向上を図るため、定期的に集団資源回収を行う公共的団体に奨励

金を交付します。 

●役場裏玄関前にリサイクルボックスの設置 

まちづくりの目標１２

まちづくりの目標１３

担当）都市整備課 都市整備係 

８３２千円  

（内訳：町 費 832千円） 

担当）都市整備課 都市整備係 

５２千円  

（内訳：町 費 52千円） 

担当）生活安全課 生活環境係 

７８１，５１２千円  

（内訳：町 費 625,110千円） 

（内訳：その他 156,402千円） 

担当）生活安全課 生活環境係 

６３５千円  

（内訳：町 費 415千円） 

（内訳：その他 220千円） 

担当）生活安全課 生活環境係 

５，８５０千円  

（内訳：町 費 5,850千円） 
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事故・犯罪を防ぐまちをつくる  

 
主な事業 

１．安全安心まちづくり推進事業   
犯罪の予防、抑止及び防犯意識を高めるため、地域防犯団体の支

援や防犯指導員によるパトロールカーでの巡回を行います。 

●地域防犯団体に防犯パトロールカーを貸出 

●防犯指導員による防犯パトロール 

 

 

２．消費生活センター運営事業     
深刻化する消費者トラブルに対応するため、志免町地域安全安心

センター２階に『かすや中南部広域消費生活センター』を設置し

ています。相談を受け、解決に向けた助言や情報提供等を行いま

す。 

また、消費生活問題に関する情報の発信、啓発活動、出前講座等

を行い、被害の未然防止につなげます。 

相談時間：10 時～15 時 30 分 

休館日：土曜、日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3） 

 

 

災害に強いまちをつくる 

 
主な事業 

１．危険ブロック塀等撤去促進事業    
地震等を起因としたブロック塀等の倒壊による人的被害を未然に

防ぐことを目的に、町内の通学路等に面する危険なブロック塀等

の撤去工事に要する費用の一部補助を行います。 

 

 

２．自主防災組織活動支援事業     
災害時に地域住民による助け合いができるよう、町内会等に自主

防災組織の結成を促し、また結成後は資機材援助等の活動支援を

行います。 

●自主防災組織の結成促進及び活動支援 

●防災管理監による出前講座の実施 

 

 

 

 

 

まちづくりの目標１４ 

まちづくりの目標１５ 

担当）生活安全課 安全安心係 

 ３，０３２千円  

（内訳：町 費 3,032千円） 

担当）生活安全課 安全安心係 

 １８，３６５千円  

（内訳：町 費 2,626千円） 

（内訳：県 費 9,929千円） 

（内訳：その他 5,810千円） 

担当）都市整備課 都市計画係 

 １，０９０千円  

（内訳：町 費 310千円） 

（内訳：国県費 780千円） 

担当）生活安全課 安全安心係 

 ３，７６１千円  

（内訳：町 費 3,761千円） 
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清潔で美しいまちをつくる  

 
主な事業 

１．町内清掃事業     
町民自らまちをきれいにしてもらうために、春と秋の２回、一世

帯１名の参加を呼びかけ町内清掃を実施します。空き缶・空きビ

ン等のごみの回収、また、水路の清掃や公共用地の草取り等を行

います。 

 

 

 

暮らしを支える生活基盤が整ったまちをつくる 

 

主な事業 

１．道路新設改良事業     
舗装補修・改良事業計画等に基づき、整備の優先順位を付け工事

を実施します。 

 

 

 

２．交通安全施設整備・維持管理事業  
交通安全プログラムや道路転落等危険個所対策計画、通学路整

備、交通安全対策要望に基づき、整備の優先順位を付け工事を実

施します。 

 

 

３．都市計画マスタープラン改定業務   新規 
都市計画に関する基本的な方針である「志免町都市計画マスター

プラン」の中間見直しを行います。 

 

 

 

４．公園管理事業    
公園内の植栽管理（草刈、消毒、剪定、刈り込み等）及び公園内

清掃、施設の修繕、遊具の点検・補修等を行います。 

 

 

 

５．下水排水路新設改良事業  

町内の下水排水路等の良好な排水機能を確保するため、新設・改

良工事を行い、防災や環境衛生の向上を図ります。 

 

 

 

 

まちづくりの目標１６ 

まちづくりの目標１７ 

担当）生活安全課 生活環境係 

 ３，９９１千円  

（内訳：町 費 3,991千円） 

担当）都市整備課 都市整備係 

 ９６，１７０千円  

（内訳：町 費 33,970千円） 

（内訳：その他 62,200千円） 

担当）都市整備課 都市整備係 

 ４１，５００千円  

（内訳：町 費 30,500千円） 

（内訳：国県費 11,000千円） 

担当）都市整備課 都市整備係 

 ９，１４５千円  

（内訳：町 費 9,145千円） 

担当）都市整備課 都市整備係 

 ２０１，２２５千円  

（内訳：町 費 186,225千円） 

（内訳：その他    15,000千円） 

担当）都市整備課 都市整備係 

 ７０，２６９千円  

（内訳：町 費 70,269千円） 



事業説明編 
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町民と行政が共に課題解決に取り組むまちをつくる 

主な事業 

１．広報紙発行事業 
町民や事業所等へ、町の行事や施策、出来事などの情報を知って

もらうために、『広報しめまち』を毎月発行します。 

H31/R1年度月平均配布部数 20,466部 

２．まちづくり支援室運営事業 
協働のまちづくりを推進するため、まちづくり支援室を設置し、

協働に関する啓発や情報発信などを行い、NPO・ボランティア

団体への支援体制の充実を図ります。 

将来にわたって持続可能なまちをつくる 

主な事業 

１．ふるさと納税推進事業 
さまざまなサイトの活用や魅力ある返礼品の発掘により、ふるさ

と納税の増収を図ります。併せて、志免町の認知度向上のための

プロモーションを行います。 

H31/R1年度寄附収入額 655,183千円 

２．公会計推進事業 
統一的な基準に基づき、発生主義・複式簿記による財務書類を作

成することで、他団体との比較を可能にし、財政の効率化、適正

化を図ります。 

３．公共施設等総合管理計画推進事業 
「志免町公共施設等総合管理計画」に掲げる方針・目標の実行・

達成のため、予防保全型の管理へと転換し、予算の平準化とトー

タルコストの縮減を目指します。 

まちづくりの目標１８

まちづくりの目標１９

担当）まちの魅力推進課 まちの魅力づくり係

１２，８５６千円  

（内訳：町 費 10,810 千円） 

（内訳：県 費  1,169千円） 

（内訳：その他   877千円） 

担当）まちの魅力推進課 地域づくり係

７，１８８千円  

（内訳：町 費 7,188 千円） 

担当）経営企画課 政策推進係 

３９１，３７０千円  

（内訳：その他 391,370 千円）

担当）経営企画課 財政係 

１，５４０千円  

（内訳：町 費 1,540 千円）

担当）経営企画課 施設管理係 

１，１７９千円  

（内訳：町 費 1,179 千円） 



事業説明編 
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４．総合計画進捗管理事業    

第５次志免町総合計画の後期基本計画を着実に推進するために、

町民意識調査や各課データを参考に進行管理を行います。また、

事務事業の評価検証を行い、実施計画を作成します。 

 

 

５．総合計画及び総合戦略策定事業    

令和 3 年度からスタートする第 6 次志免町総合計画を策定しま

す。まちの将来像の実現に向け社会情勢の変化や町民ニーズ等に

対応するため、第 5 次総合計画の検証と見直しを行い、町民参画

にて策定を行います。 

また、まち・ひと・しごと創生総合戦略も総合計画の策定に併せ

て見直し、第 2 期総合戦略の策定を行います。 

 

 

 

質の高い行政サービスを提供するまちをつくる 

 
主な事業 

１．情報化推進事業  
行政サービスの利便性向上と業務効率向上のため、行政情報の電

子化やオンライン化の基盤となる庁内ＬＡＮ環境、その他システ

ムを整備し活用します。 

 

 

 

２．住民票等コンビニ交付事業／税務証明書コンビニ交付事業     
マイナンバーカード(利用者証明付き）を持っている町民のみな

さんが、マルチコピー機を設置している全国のコンビニエンスス

トア等で住民票の写し・印鑑証明・所得証明などの公的な証明書

を取得できるサービスを行います。 

 

 

３．職員研修事務     

職員の能力向上のため、業務に必要な知識や技術を取得するため

の研修を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

まちづくりの目標２０ 

担当）経営企画課 政策推進係 

   ９８８千円  

（内訳：町 費 988 千円） 

担当）経営企画課 政策推進係 

   １２，２９９千円  

（内訳：町 費 12,299 千円） 

担当）総務課 行政機能向上係 

   ２１３，０４８千円  

（内訳：町 費 163,540 千円） 

（内訳：国 費    38,394 千円） 

（内訳：その他     11,114 千円） 

担当）住民課 窓 口 係 

税務課 町民税係 

   ３７０千円  

（内訳：その他  370 千円） 

担当）総務課 人事秘書係 

   ４，７３１千円  

（内訳：町 費 4,491 千円） 

（内訳：その他     240 千円） 



・・・・ 18

・・・・ 20

・・・・ 21

・・・・ 22
          

・・・・ 22

・・・・ 23

・・・・ 24

１．予算規模は過去最大の155億円

７．経常収支比率は0.1％悪化

６．基金（貯金）と町債（借金）の推移

５．町民一人当たりで見てみると

４．「中期財政計画」の取り組み状況

３．国策事業の予算が大きく増加（支出）

２．町税および国県支出金の増加（収入）

2.予算説明編

令和2年度
町の予算（家計簿）

ここでは、 町の予算規模や収⼊・⽀出、また、町⺠⼀⼈当たりにかかる
予算の 使いみちなど、少し詳しく分析し、説明します。
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１．予算規模は過去最大の155億円

令和2年度（Ａ） 伸び率
令和元年度（Ｂ）

実質的な当初予算 （Ａ）－（Ｂ）
一般会計から
の繰入金など

15,497,591 7.1 14,476,056 1,021,535

4,187,152 ▲ 1.5 4,248,939 ▲ 61,787 399,744

620,474 0.8 615,798 4,676 141,358

特別会計 12,515 0.5 12,448 67

9,888 ▲ 86.4 72,552 ▲ 62,664

4,830,029 ▲ 2.4 4,949,737 ▲ 119,708 541,102

1,434,625 ▲ 2.8 1,476,034 ▲ 41,409 26,000

1,874,919 2.1 1,837,112 37,807 434,340

3,309,544 ▲ 0.1 3,313,146 ▲ 3,602 460,340

23,637,164 4.0 22,738,939 898,225 1,001,442

22,635,722 3.9 21,780,189 855,533

（単位：千円）
　令和2年度の当初予算額は次のとおりです。

公共施設公益施設整備拡充基金

後期高齢者医療

国民健康保険

一般会計

区　　　　　分

住宅新築資金等貸付事業

　予算とは、１年間の収入と支出の見積額です。
　どのようなお金がいくら入ってくるのか、どのような事業にどれだけのお金を支出するのかを表したものです。

　志免町の予算を大きく分けると、一般会計、特別会計、公営企業会計があります。

　町の予算は、4月1日から翌年3月31日までの1年間を会計の期間（会計年度）としています。

　予算は、この1年間にどのくらいの収入があり、それを何にどのくらい支出するかの収支の
  予定であり、　毎年3月の議会に予算案を提出し、審議を経た後に議決を受けることで
  成立します。

　4月からその予算に基づき、事業を行います。1年間の実際の収支が決算となります。

               

               

　　　　　

町税を主な収入として、行政運営の基本的な経費や事務事業を
経理する会計です。

特定の事業を行う場合に、一般会計と区別して、条例に基づいて
設置しています。志免町には、国民健康保険、後期高齢者医療、
住宅新築資金等貸付事業、公共施設公益施設整備拡充基金の
４つがあります。

特別会計とは・・・・・・

一般会計とは・・・・・・

事業収入によって経営を行います。志免町には水道事業と流域関
連公共下水道事業があります。

公営企業会計とは・・・

小　計

合　　計

純計予算額

流域関連公共下水道事業

　※「純計予算額」とは、一般会計と他の会計との繰入金・繰出金などを差し引いた額です。
　※※元年度の当初予算額は骨格予算編成なので、比較するために、6月補正後の予算額（実質的な当初予算）を用います。以降の資料も
同じとします。

企業会計

小　計

水道事業

特別会計

国民健康保険

後期高齢者医療

公共施設公益施設整備拡充基金

住宅新築資金等貸付事業

一般会計

公営企業会計

水道事業

流域関連公共下水道事業

会計イメージ
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一般会計

（単位：百万円）

糟屋地区の予算額を比較してみると

志免町は１市７町中２番目の規模でした。 （単位：百万円）

10億2,153万円

対前年比（％）

予算額の推移

令和2年度

154億9,759万円 144億7,606万円

令和元年度（実質的な当初予算）

7.1

増減額

　それでは、町の行政運営の基本となる一般会計に関するデータを中心に、予算の概要や財政状況などをお知らせします。

　一般会計の予算額は、前の年に比べて、10億2,153万円、7.1％増加して154億9,759万円となり、過去最大を更
新しました。
　収入は、税収の増加や国の補助金・県支出金などの増加が見込まれることにより、予算額が増加しました。
　一方、借り入れているお金の償還金である公債費は、平成29年度に借り入れた小中学校エアコン設置事業債の
本格的な償還が開始することなどにより増加しています。
　なお、令和元年度は、統一地方選挙の影響で、臨時的・政策的な経費を除いた、いわゆる骨格予算にて編成し
ていました。骨格予算のままでは通年ベースでの当初予算の比較が意味を成しませんので、令和元年6月補正予算
（肉付予算）を加えた予算を比較用の「実質的な当初予算」として、通年ベースでの予算比較をおこないます。

令和2年度一般会計予算

　　　　　　　　※⼤きな数字は読みやすさを考え、百万円、千円単位で数字を四捨五⼊した表記をしているものがあります。ご了承ください。

10,703
10,510

11,184
11,717

12,267 12,498 12,552

13,430

14,476

15,498

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 2年度

21,609

15,498 15,131

12,513 11,959
10,039

9,370

4,938

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

古賀市 志免町 粕屋町 新宮町 宇美町 篠栗町 須恵町 久山町

実質的な当初予算
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（単位：百万円）

               住宅新築資⾦等貸付事業

住宅新築資⾦等貸付事業

町税・・・・・・・・・・・・・
地方交付税・・・・・・・・

譲与税・交付⾦・・・・・

臨時財政対策債・・・・

国県⽀出⾦・・・・・・・・

町債・・・・・・・・・・・・・

令和２年度収⼊内訳

２．町税および国県⽀出⾦の増加（収⼊）

　町税や地⽅交付税を中⼼とする⼀般財源の額は、個⼈町⺠税および地⽅交付税等の増加が⾒込まれ、町税
全体としては、9,198万円の増加となる⾒込みです。また、地⽅譲与税・交付⾦の中では、地⽅消費税交付⾦
が前の年から17.8％、1億3,600万円の増加が⾒込まれています。
　国県⽀出⾦は、19.9％増加し、41億5,834万円となる⾒込みです。前の年に引き続き、障害児施設給付費
等負担⾦、保育所運営費負担⾦などの増加が⾒込まれます。
　ふるさと納税制度による寄附⾦は、前の年から119％増の6億5,800万円と⼤幅な増額を⾒込んでいます。

国や県から交付されるお⾦で、国や県の税⾦のうち市町村分として交付されるものや、
減税などの影響による市町村の減収を補てんするためのものなどがあります。

国の財源不⾜を補うために、地⽅交付税の代わりに地⽅公共団体に発⾏が許されてい
る地⽅債です。その償還⾦については、全額が後年度の地⽅交付税で措置されることに
なっています。

町の財政⼒に応じて国から交付されるお⾦で、その財源は所得税や法⼈税、酒税など
です。

町⺠のみなさんが納めた税⾦です。

いろいろな事務・事業に対する国と県からの負担⾦や補助⾦です。

事業資⾦のための借⾦で、⻑期に渡って返済します。

1,703

300

198

3,468

486

1,025

1,827

5,470

1,671

658

111

4,158

452

1,085

1,818

5,545

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

その他

寄附金

町債（臨時財政対策債除

く）

国県支出金

臨時財政対策債

譲与税・交付金

地方交付税

町税

令和2年度

令和元年度
実質的な当初予算
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（単位：百万円）

⺠　⽣　費 ・・・・・・・・・・

衛　生　費 ・・・・・・・・・・
総　務　費 ・・・・・・・・・・
教　育　費 ・・・・・・・・・・

公　債　費 ・・・・・・・・・・
土　木　費 ・・・・・・・・・・
消　防　費 ・・・・・・・・・・
農林⽔産業費 ・・・・・・・・・・
議　会　費 ・・・・・・・・・・
商　工　費 ・・・・・・・・・・

３．国策事業の予算が大きく増加（支出）

商業振興や消費者問題対策のための経費で、消費生活センターの運営費が主なもの
です。

　⽀出のうち⼤きく増加しているのは、⺠⽣費、総務費です。⺠⽣費は保育実施負担⾦といった保育関係事業や
障害児通所⽀援給付費の増加のほかに保育所整備補助⾦、認定こども園整備補助⾦、幼児教育・保育無償
化事業経費などの増加が、その主な増加要因となっています。総務費は、ふるさと納税関係経費の増加が主な要
因です。

令和元年度⽀出内訳

高齢者・障害者・児童福祉のための経費で、保育園の運営費や障害者サービス経費な
どが主なものです。

道路・⽔路・橋などの新設や改良⼯事、公園の維持管理などが主なものです。

議会運営のための経費で、議員報酬が主なものです。
農業振興のための経費で、井堰の改修や管理などが主なものです。

予防接種、各種健診の費⽤やごみ・し尿処理経費などが主なものです。

⼩中学校に係る経費や社会教育・図書館・⽣涯学習館などの運営及び管理費が主な
ものです。

⾏政運営の⼀般事務経費や管理経費、選挙経費などが主なものです。

借⾦（町債）の返済⾦です。

消防・防災や消防署・消防団の運営のための経費が主なものです。

30

338

128

120

703

617

1,116

1,632

1,486

1,901

6,405

40

53

83

123

574

693

1,128

1,700

1,849

1,964

7,291

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

その他

商工費

農林水産業費

議会費

消防費

土木費

公債費

教育費

総務費

衛生費

民生費

令和2年度

令和元年度
実質的な当初予算
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４．「中期財政計画」の取り組み状況

＜取り組み状況：平成30年度実績の主なもの（計画策定時からの比較）＞
１．歳入の確保　

＜令和2年4⽉1⽇⼈⼝ ＞

その内訳は・・・

24,310円

　① 　財産の有効活⽤　　基⾦のより効率的な運⽤ 〔3,962千円〕　　未利⽤⼟地の売却　〔78,616千円〕
　② 　使⽤料の適正化　　〔14,960千円：27年度当初予算⽐〕
　③ 　ふるさと納税　　　〔590,515千円〕
　④ 　リサイクルボックス設置　〔280千円〕

２．経常経費の⾒直し　　（計画策定時からの主な成果）

　① 　防犯灯電気料補助⾦の減額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,328千円：27年度当初予算⽐
　②　 広告入り封筒の無償提供　　　　　　　　　         　　　　　　　　 　　145千円
　③ 　⻲⼭保育園⺠営化による⼀般財源の削減　　　　　　　　       60,964千円

⾏政運営・コミュニティ
のために

５．町⺠⼀⼈当たりで⾒てみると
　令和２年度の⼀般会計予算を、町⺠⼀⼈当たりに換算してみました。

前年度⽐ 19,798円増

議会の運営のために 農業や商業振興
のために

福祉サービス、保育園の
運営のために

道路・⽔路や公園
整備のために 消防・防災のために

14,923円 12,371円

健康づくりや環境
整備のために

157,100円 42,325円 36,627円

2,934円

　『志免町中期財政計画』：志免町の財政を取り巻く状況の変化等を踏まえ、新たな財政需要
を含めた財政収⽀⾒通しを⽴てることにより、財政⾯における課題を明らかにし予算編成や⾏財
政運営の指針として活⽤する旨を策定したもの。（平成27年度〜令和元年度の5か年計画）

【計画における主な目標】
１．歳⼊の確保・・・・・・・・・・・・〔財産の有効活⽤：Ｒ1年達成⽬標額　5,600万円〕
　　　　　　             　・・・・・・  〔使⽤料及び⼿数料等の適正化：Ｒ1年達成⽬標額　1,500万円〕
２．歳⼊に⾒合った歳出構造への転換・〔経常経費の⾒直し：Ｒ1年達成⽬標額　3,000万円〕
３．町債残⾼の縮減  ・〔町債残⾼（臨時財政対策債費除く）：Ｒ1年達成⽬標額　45億8,700万円〕
４．公共施設等の効率的・効果的な管理・運営

860円

39,853円

2,646円

学校教育・図書館や
スポーツ振興のために

その他

町債（借⾦）の返済
のために

46,407人
町⺠⼀⼈当たりの予算 333,949円
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６．基⾦（貯⾦）と町債（借⾦）の推移

　借⾦である町債残⾼は、27年度まで増加傾向が続いていましたが、学校施設の耐震化・⼤規模改造事業に
かかる事業など、⼤きな額の借り⼊れが減少したことにより28年度から町債残⾼は減少傾向となっています。令和
元年度も総額で3億9,300万円減少する⾒込みとなっています。
　⼀⽅、起債割合の半分以上を占める臨時財政対策債の残⾼は年々増加しておりましたが、元年度以降減少
し、令和２年度末⾒込は68億2,200万円となり、全体の63.8％を占めています。臨時財政対策債は、国の
財源不⾜の⽳埋めとして地⽅交付税に代わって借り⼊れが認められているもので、その償還⾦全額は後年度の
地⽅交付税で措置されます。家計に例えると、会社（国）からの今⽉分の給料（地⽅交付税）の⼀部が未
払いとなったために、借⾦（臨時財政対策債）をしてしのぎ、その借⾦の返済に必要なお⾦を、翌⽉以降の給
料に上乗せしてもらう（後年度の地⽅交付税で措置）といった内容となります。
　その他の町債は、志免町中期財政計画における町債残⾼縮減の観点のもと、基⾦を積極的に活⽤するなど
し、新規発⾏債を抑制した結果、令和２年度末町債残⾼は前年に⽐べ、約3億8,300万円減の38億7,600
万円となる⾒込みです。

　貯⾦である基⾦のうち、財源が不⾜するときに財源を補うため取り崩して調整をおこなう財政調整基⾦は、引き
続き当初予算で基⾦の取り崩しを予定しており、令和2年度末残⾼は33億5,500万円に減少する⾒込みで
す。
　また、特定の⽬的のために積み⽴てている基⾦については、志免町おうえん基⾦や国際交流基⾦などの基⾦に
おいて、基⾦を活⽤する事業を予定していますが、令和2年度末残⾼は増加する⾒込みです。
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（単位：百万円）

⾒込額
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※30年度決算における財政指数

○経常収⽀⽐率…

○実質公債費⽐率…

○将来負担⽐率…
借⾦の残⾼など、町の⼀般会計が将来にわたって
負担すべき実質的な負債をとらえた⽐率です。
３５０％以上になると⻩信号といえます。

　将来負担⽐率は、前の年に引き続き算定されませんでし
た。現在は良好な状況であると⾔えます。今後は、⽼朽化
した公共施設等の改修による借⾦が⾒込まれるため、数値
の悪化が予測されます。

　実質公債費⽐率は、前の年の5.8％から増加し、6.2％
になりましたが、糟屋地区内では2番目に低く、また類似団
体の平均も下回っていることから、現在は良好な状況である
と⾔えます。しかしながら、公共施設の⽼朽化対策における
改修事業等を鑑みると、今後も起債に頼らない財政運営
を心掛ける必要があります。

町のすべての会計などの借⾦返済に関する⾦額
が、町の財政規模に占める割合の３ヵ年平均値で
す。２５％で⻩信号、３５％で⾚信号といえます。

　類似団体の平均は91.1％で、志免町は0.7％下回っており、⽐較するとやや良好であるといえます。
※類似団体…人口及び産業構造等により、同規模のグループごとに分けた団体のこと。自治体間の比較の基準とな
ります。
　30年度は、住⺠割合の⾼齢化に伴う扶助費の増加などにより29年度から0.1％悪化し、依然として90％を超えて
おり、財政の弾⼒性は硬直化しています。

　財政運営の基本は、財政の健全性の確保にあります。財政が健全であるかどうかは、収支の均衡が保たれているこ
と、財政構造の弾⼒性が保たれていること、適正な⾏政⽔準が確保されていることなどが重要なポイントです。このよう
な収⼊・⽀出の弾⼒性、収⼊の安定性、財政運営の健全性を客観的に捉える指数として経常収⽀⽐率、実質公
債費⽐率、将来負担⽐率があります。

財政構造の弾⼒性を測定する指標。町税や地⽅交付税などの⾃由に使える収⼊に対す
る、⼈件費や借⾦返済などの経常的な⽀出の割合です。⽐率が⾼いほど臨時的な⽀出に
使う余裕がなくなり、８０％を超えると財政の弾⼒性が失われつつあることになります。

７．経常収⽀⽐率は0.1％悪化
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【資料】 補助金、負担金などの紹介 

志免町では、町内の各種団体や個人に対して、種々の目的に応じ、補助金や負担金、助成金などを交付し

ています。 

令和２年度の１００万円以上の補助金や負担金などを施策及び項目ごとに分類して紹介します。 

 

 

１．補助金等 

 

件数 金額 件数 金額
補助金や負担金等の総合計 257 4,681,602 253 4,229,725
紹介 65 4,653,220 59 3,969,504
未紹介 192 28,382 194 260,221

令和2年度 令和元年度

施策名 補助金等名称 令和２年度 令和元年度 差額
０１お互いが認め合い、尊重する
まちをつくる

同和教育推進費補助金 5,940 5,940 0

スポーツ協会活動費補助金 4,458 4,458 0
文化協会活動事業費補助金 1,260 1,260 0
県・糟屋郡民スポーツ大会出場助成金 1,920 1,920 0
公民館活動費補助金 11,550 11,550 0
公民館等整備費補助金 1,273 1,000 273
商工会事業費補助金 14,000 14,000 0
農業機械共同利用組合補助金 2,000 0 2,000
延長保育事業補助金 8,424 8,952 ▲ 528
一時預かり保育事業補助金
（私立教育保育施設一時預かり事業）

4,307 5,911 ▲ 1,604

保育所整備補助金 336,463 139,677 196,786
児童発達支援センター事業補助金 6,500 13,000 ▲ 6,500
障害児保育事業補助金 26,640 23,112 3,528
認定こども園整備補助金 279,163 0 279,163
子育て支援施設等利用給付費 20,000 10,000 10,000
私立幼稚園補足給付費 10,800 5,076 5,724
私立幼稚園利用給付費 283,092 134,520 148,572

０６子どもが活き活きと学び、生
きる力を育むまちをつくる

体育大会等参加者旅費補助金 2,100 2,100 0

地域子ども教室事業補助金 3,895 3,895 0
青少年特別育成事業費補助金 1,600 1,600 0
敬老行事補助金 8,932 8,655 277
シルバー人材センター運営費補助金 10,000 10,000 0
老人クラブ補助金 1,262 1,262 0
はり・きゅう施術費補助金 1,440 1,920 ▲ 480

１０障がいのある人が安心して暮
らすことができるまちをつくる

福祉タクシー補助金 4,542 4,563 ▲ 21

集団資源回収奨励補助金 5,850 6,000 ▲ 150
広域ごみ処理施設周辺対策協力金 6,000 6,000 0

１４事故・犯罪を防ぐまちをつく
る

防犯灯電気料補助金 4,138 4,048 90

１５災害に強いまちをつくる ブロック塀等撤去費補助金 1,090 1,090 0
葬祭場使用料一部助成金 7,700 7,700 0
焼却場跡地周辺地域太陽光発電地元還元金 1,512 1,512 0

１８町民と行政がともに課題解決
に取り組むまちをつくる

協働事業実施補助金 1,425 1,425 0

投資及び出資金 福岡地区水道企業団補助金 1,736 2,115 ▲ 379
繰出金 流域関連公共下水道事業会計補助金 434,340 436,868 ▲ 2,528

１３ごみの減量と資源再利用を進
め環境にやさしいまちをつくる

１６清潔で美しいまちをつくる

０２町民が学びあい、高めあうま
ちをつくる

０４住み続けたいと思える、魅力
と活力あるまちをつくる

０５子どもを安心して生み育てる
ことができるまちをつくる

０７子どもの権利を守り、安全で
健やかに成長できるまちをつくる

０９高齢者が地域で安心して暮ら
すことができるまちをつくる

０３町民が活発に交流し、自主的
に活動するまちをつくる

（単位：千円） 

（単位：千円） 
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２．負担金 

 
３．交付金 

 

４．その他 

 
 
 
 
 

施策名 負担金等名称 令和２年度 令和元年度 差額
糟屋地区社会教育振興会負担金 1,936 1,936 0
アクシオン福岡使用負担金 1,136 1,365 ▲ 229

０３町民が活発に交流し、自主的
に活動するまちをつくる

オリンピックイベント負担金 10,000 0 10,000

０４住み続けたいと思える、魅力
と活力あるまちをつくる

県営ため池等整備事業負担金 1,600 5,600 ▲ 4,000

保育実施負担金 1,031,783 991,936 39,847
教育実施負担金 7,035 5,851 1,184
糟屋地区教委連絡協議会負担金 2,346 2,354 ▲ 8
日本スポーツ振興センター負担金（小学校費） 2,907 3,001 ▲ 94
日本スポーツ振興センター負担金（中学校費） 1,372 1,329 43
出向職員人件費負担金 10,228 9,673 555
介護保険広域連合負担金 447,659 441,393 6,266

１１適正な社会保障等ができるま
ちをつくる

後期高齢者医療療養給付費負担金 470,735 461,407 9,328

宇美町・志免町衛生施設組合負担金 179,495 160,090 19,405
広域ごみ処理施設事業費負担金 311,227 313,638 ▲ 2,411
宇美町最終処分場浸出水処理施設保守点
検整備工事負担金

5,659 5,746 ▲ 87

粕屋南部消防組合負担金 463,110 446,963 16,147
消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 3,840 3,840 0
消火栓維持管理負担金 1,562 1,703 ▲ 141

１６清潔で美しいまちをつくる 北筑昇華苑組合負担金 1,583 1,624 ▲ 41
１７暮らしを支える生活基盤が
整ったまちをつくる

志免宇美線整備事業負担金 59,170 40,000 19,170

糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合負担金 2,900 2,900 0
糟屋郡自治会館組合負担金 2,470 2,299 171
地方税電子化協議会会費及び負担金 1,019 856 163
中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 6,189 5,313 876
県自治体情報セキュリティクラウド運用負担金 1,353 1,338 15
職員採用試験負担金 1,375 1,100 275
職員健診負担金 1,518 1,326 192

１３ごみの減量と資源再利用を進
め環境にやさしいまちをつくる

１５災害に強いまちをつくる

２０質の高い行政サービスを提供
するまちをつくる

１９将来にわたって持続可能なま
ちをつくる

０２町民が学びあい、高めあうま
ちをつくる

０５子どもを安心して生み育てる
ことができるまちをつくる

０６子どもが活き活きと学び、生
きる力を育むまちをつくる

０９高齢者が地域で安心して暮ら
すことができるまちをつくる

施策名 交付金名称 令和２年度 令和元年度 差額
０３町民が活発に交流し、自主的
に活動するまちをつくる

町内会交付金 27,091 0 27,091

０９高齢者が地域で安心して暮ら
すことができるまちをつくる

社会福祉協議会交付金 48,905 48,573 332

２０質の高い行政サービスを提供
するまちをつくる

個人番号カード関連事務委任交付金 27,305 5,400 21,905

施策名 その他名称 令和２年度 令和元年度 差額
施策なし 議員政務活動費 3,360 3,320 40

（単位：千円） 

（単位：千円） 

（単位：千円） 



 

第 5 次志免町総合計画の閲覧 

◆志免町役場 3 階経営企画課  ◆町民センター1階受付  ◆生涯学習 1号館  

◆町民図書館 ◆シーメイト ◆各町内会公民館 

【志免町ホームページ（http://www.town.shime.lg.jp）】 

 

出前講座に伺います！！ 

 

｢志免町の財政｣について出前講座を行います。 

申し込みは、町民または町内事業所に勤務している

１０人以上で構成された団体やグループなどが対象

です。 

ご希望の方は、志免町総務課へご連絡ください。 

（※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 

令和２年５月末までは受付を中止しています。今後

の状況により受付中止期間を延長することもありま

す。） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

まちづくりと予算-令和 2年度予算概要書- 

    発⾏：志免町 経営企画課 
 
 〒811-2292 
 福岡県糟屋郡志免町志免中央一丁目１番１号 
ＴＥＬ：０９２－９３５－１１９３ 
ＦＡＸ：０９２－９３５－２９４１ 
E-mail：kikaku@town.shime.lg.jp 
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